
 研修に関してのお願い
　最近、研修に申し込みながら無断で欠席する方が少なからず見受けられます。研修に
申し込んだ方は必ず出席していただきますようお願いいたします。
　都合が悪くなり欠席される場合には、事務局にご連絡をお願いします。

研　修　名
①建設業法改正に伴う注意点について
②品確法・入札契約法・建設業法について

日　　　時 平成27年4月24日（金） 13：30 〜 16：30

場　　　所 茨城県開発公社ビル　4階会議室

講　　　師 ワイズ公共データシステム㈱、㈱ワイズ　ご担当者様

参　加　費 無料 定　　　員 100名

研修内容
①建設業法改正（平成27年4月施行）に伴う注意点について、申請書の変更等を中心に。
②昨年、改正された三法（品確法・入札契約法・建設業法）の概要について。

申込方法
メールまたはＦＡＸ
本会事務局　FAX：029-305-3732　e-mail：staff@ibaraki-gyosei.or.jp

申込期限 平成27年4月17日（金）

参加申込
※太枠の中を

　ご記入下さい

支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会員名　　　　　　　　　　　　　　　　　
質問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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